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サービス付き高齢者向け住宅入居契約・（介護予防）特定施設入居者生活介護利用契約 重要事項税明書

サービス付き高齢吝向け住宅への入届に係る契約及び特定施設入居者生活介設の利用に係る契約を締結するに当たり、高齢者の居住の安定描保

に関する法律第17条及び東瓜都有料老人ホーム設慨蓮営指導指針12(4)に基づき、以下の車項について、苦面を父付して説明 します。

1.サービス付き高齢者向け住宅（（介護予防）特定施設入居者生活介護事業所）の概憂

フリガナ ココファンヒヨシナナチョウメ
住宅の名称

ココファン日古7TF1

〒 223--0061 
住宅の所在地

仲奈川県横浜市港北区 H 占7-6-~l

尿寄駅 東急束横線 日吉駅
住宅へのアクセス

交通手段と所要時間 ・・徒蛍歩全1パ5分ス主たは応漱パスで秀Jli.砧分 ［宮oil~町 l 「宮自fi管．蛉I泣成辛で下虹 ク知歩3分
竜話番号 04ii-562-6331 

住宅(/)述絡先 FAX番サ 045-562-6:J3l 

ホームページアドレス hgag'IIv”IW．四匹0fumぃggiuI

所有関係 口所有II 口地上権 El賃借権 □使用貸借1こよる櫓利
朋間 2017年7月lrl から 2042年6月30口 まで

敷地 概当権 □あり 回なし

自勁更新 回あり □なし
------------------.今＇ー・-----・ ・-------. ----------------―------... T 『―••一---疇'---·一
敷地而栢 1145. l.'i rr/ 

所有OO係 □所有権 回賃借権 □使用貸惜によるII利
llllllll 2017年7月IR から 2012年6月30口 まで

住宅（娃物）
抵当極 こ1あり 回なし

n動更新 回あり □なし
------------------------7-耐- -----1 -----------------------------------------
廷婆物JI]途区分 老人ホーム 火括造 回商火建築物 □準酎火建築物 口その他（ ） 

帷原筈
|うちサ付き分延床面積 1,936.24 ni' I, 936. 24面

所有朋係 □所有権 巨l賃倍縄 口使用貸惜による帽泊l

期間 20l7年7月1El から 2042年6月30日 まで

抵当権 □あり ビlなし

自動更新 巨lあり □なし
―------------・-------------------------- ---------------------------------

併設施没 施改名称 捉供されるサーピスの和類 屯業所の場所

□同一建物内 □同一敷地内 口隣接する土地

n同一這物内 □同一懃地内 口隣接するエ地

□同一建窃内 □同一也地内 口隣接する土地

□同一涅物内 □問ー数地内 口隣接する土地

介護保険哀業所番号（特定施設） 14709040fi9 

指定した自治休名 横浜市

指定年月日（初同） 2021年7月1日

指定有効期限 2027年6月30日

入忌詩の淡件 El介護専用型（葺介謹のみ） □混合型（自立除く） 口混合型（目立含む）

介護保険の利用 回（介謹予防）特定施設入居者生活介這（一般型） 口（介謹予防）特定施設入居者生活介護（外部サーt'.ス利用型）

住宅0)笠理者名（役職名） 氏名 西村瑞布 役繊名 l若理者
終身貨貸宅業者の事業の認可 回 法聾52条の認可乞覺Itている 口 認可を受けていない

入居閲始時期（住宅の開設年月~) 2017年8月1日



2.事彙主体

牢業上体の名称
フリガナ カプシキガイシャガッケン＝コファン

株式会社学研ココファン

写栗主体の主たる事務所 〒 111-8120 I 
の所在地 東京都品）II区西五反[I]2-11-8

坦話番号 O~-fi43 I-¥ RfiO 

事業主体の連絡先 FAX番号 03-6131-1861 

ホムペジアドレス hug:I/wVIW&Ogofumpgoig 

苺菜主体の代表者の氏名及び糀名 氏名 森狐 1皿名 1代表取締役

事業上体の役呉 別添l 「役員名簿」のとおり

波立年月U 2008年5月15日

幸業主体が行っている上な半棠等 別表l「サーピス付き屁齢者向け住宅が提供するサーピス（自牲サーピス含む） ＾年の一虹み」のとおり

3.入后契約及び（介謹予防）特定施設入居者生活介護利用契約の概要

契約居空 階忌・部足番分等 1号主 佃積 I m' l定員 l 1名

い人絡居令契：こ約1.tの、そ別の旨〔入）居契約が貨代借契約でな □普通賃貸惜契約 □定胡賃貸惜契灼 回終身建物賃貸惜契約 □利用樗契約
次の①Xは②｝こ該当する者である。

入居者の資格 巨
①出身忘齢者世帯
②而齢者＋IAJ居者（配偶者/6D栽以上の親族／要介護忍定又は愛支援認定を受けている
60歳未消の親族／や）jr」な翌由により同居させる必要があると知＊ーが認める者）
（「席齢者」と1:t、60歳以上の者XI士要介殺忍足若し<|i要支扱招定を受けている60歳末滴{})者をいう。）

人屁契的及び（介護了r防）朽定施設入居者
入居契約書及び（介護予防）特定應設入居者生活介護利用契約薔のとおり

生活介護利用契約の内容

契約期間等 1人碑約
契約期間 | 2025/ / から 年 月 日 まで

更新 1自動更新

契約解除の内容

事業者は、 入居契約菩第1ヽ1条及ぴ（介護予防）特定施設入居者生活介護契約吝第16条の短却こ廷づき、以卜．の垢合には契約を解除することができます。
①
②③利他木楔用の者利約用がを者の生命の危害を及1ます恐れがある場合

継絞することが社会通念上著しく困難な場合
正当な埋由なく丈払うべきサーヒ＇ス利用料を 3か月以上滞納し、相当の期間を定めて1粒告したにもかかわらず、期問内に滞納領の全額の支払

いがない場合

市業主体から解約を求める垢合（終身建物笠貸倍の垢合のみ）

解約条項 第14条及び第15条

柑約予告JOjItl 1か月乃辛6か月

利m者からの鮒約・予告期間・述絡先

利用者は市業者に対して解約する 30 日 1i•［までに文舌にて解約の中し出を下記連絡先に通知することで本契約を解約することができます，

契約鮮約時の述絡先 名称 ＝コファン日吉7T目

逍話番号 015-562-63~1

4.サービス付き富齢者向け住宅の戸敷、規模韮びに構造及び骰備

戸数／定貝故 48戸（登録申甜対象戸数） ／ 5~ 人

（最小） 18.00 点

居住部分の射lt袋
（蚊大） 34.74 吋 詳籾については 1ヽ記「設備の詳細」を参照

共同利用設侶 Eぁり 仁なし

構造及び改備
柄迄 鉄筋コンクリート造 1階数 地上3階 |ぅt,.サi「き分[J也 1こ3階

埃工の年月日 .017年5月3¥日

曰 登録基季に適合している

加齢対応構造等 回 エレベーターを備えている

巴 緊急通報装置を111えている



設備の詳細

＼ 階 定員 iii積 戸数 浴宅の有憮 台所の有懇 収約の有熙 備考

タイプ1 1 1 18. 00 rrl 8 □有回鸞 □有回焦 巨l有 □撫
タイプ2 I I 25. 35 n? 2回有 □艶 回有 □1111 回有 □撫
タイプ： 2 I 18. 00 rri 9 □有回盪 □有巨l篤 回宥 □ •
クイプ4 2 I 24. 10 rd 1回有 □鱗 回有 □震 曰宥 仁 撮
タイプ5 2 I 25. 35 nr 2回有 □纂 国有 □雛 回有 □霊
クイプ6 2 I 25、37rrl 2国有ロ・ 回有 □饗 □有 に 無

介殺居室
タイプ7 2 1 25. 75 rrt 2 回有 □• 回有 □薫 回有 仁 景
タイプ8 2 I 2:;. Ro m 1回有 □戴 回有 □慧 巨l有 仁'll
タイプ9 2 2 34. 74 of 3回宥 □攣 回有 □慧 回有 □霰
クイプI0 3 I 18. 00 rri 9 □有巨l慧 □有巨l慧 巨l有 □鑽
タイプfI 3 I 24. 10 fl? 1回有 □慧 国有 □撫 巨l有 □頷
タイプl2 3 I 25. 35 rd 1回有 □攀 回宥 □慧 回有 □撫
タイプ13 3 I 25. 37 n? 2回有 □彙 回有 □霊 回有 □簾
タイプ14 3 I 25. 75m’ 1回有 □戴 回有亡i練 国育 □鎌
タイプ I~ 3 2 34. 74 frl 3回有 □鸞 回宥 □• 巨l有 □無

階 定員 面積 戸数 俯苓

一時介護宰

うち男女別

f史所 共同便所 3か所

うち、男女 1陪 (3か所（1|（いす等対応可能））
共用

居室 □全部 回一部 □なし
6か所 勘所 1 • 2 • 3階（各2か所） 面積 rr1 

個裕
併設施設とのc!~mの有無 仁］あり （ ） 回なし

場所 面積 而
大浴招

併設施設との共用の有無 □あり （ ） 巨lなし
浴室

共l百1浴奎 出所 1階 面積 20. 00吋

巨11チェアー浴

共同浴室に 1か所 □2 リフト浴
おける介護 □3 ストレッチャー浴浴

□4その他 （ ） 

併設施設との共用の有熊 □あり （ ） ビlなl,

場所 1階 面積 129, 79 rrf 

食棠 兼灼 □あり □なし 米用設備 機f泥訓l練室

＂公紐 ku丸ヒ111 Uあり （ ） 回なし

理入屈汲者備や采朕が利）IIできる潤 回あり □なし
垢所 1楷 而茄 129 79 m' 

機能訓練室 兼用 回あり □なし 北碑設備 食堂

，n:&諏北との北Itl □あり （ ） 回なし

その他の共用設備 ラウンジ

曰あり □なし
エレベーター

台数 1基 定貝 15 ストレッチャー ストレッチャー対応

房室 回あり □なし 脱衣空 回あり □なし
緊急呼出装裳

使所 巳あり □なし 浴窒 回あり □なし
自勁火災報知設備 巳あり □なし 火災通報装骰 回あり 口なし

消防設借
スプリンクラー □あり □なし 消火器 回あり □なし
消防it両 閉防粁への屈山口（消防容名） 2024年6月1日 （港北消防堵）

非常災岩対策 防火管理者 佐久JII 正吏

避難訓練 消防署の指導のもと、年2回実施（うち 1回は夜間想lE)



5.従業者の動糧体制

従菜者の人数(2025/07/31現在）

よ
常勤 非常勤

合計 侶勁換互
煉務状況等

寺従 非内従 専従 非屯従 （委託である貼合はその旨を記入）

ぽ迎者 I I 1 91MImた1し介渥駁J'l

生活柑談只 5 5 I. 2 ＂閉名 9, ;I画作成担当乙、介渥直艮

n故固R（直接雇用） 2 2 4 2. 4 I.I四はin叩l

召設繊且（派造）

゜ ゜＇ 介股駁は（直接歴用） I 7 t2 l 21 14.2 行岬lo'.生活相談月，計画n•成択当者．所長

介設磁只（派造） I I 

゜機能訓純指祁R
●●  

2 2 4 0. 3 ǹan 

計画作成担当者 I 1 0. 3 介まほり

栄没土

゜晶浬貝 11 3 14 り，＂べhltート

事務且 2 2 

その他従柴艮 2 3 5 生／r.サボートスタゥつ 厨田収務

1週問のうち、常勅楳只が勤務ナペき時間 10時間

介護識貝の賓格（202ii/07/31現在）

こ 常勁 非常勁
合計 常勤換箆 備考

寺従 非卓従 専従 非再従

社会福祉士

゜介謹福祉士 6 7 ) 3 

実務呑研修の修了者 1 2 3 

介護職員初打者絣修の修了者 I Iヽ 5 

介護支援卓門員 l 1 

たん吸引等研修（不特定）

゜たん吸引等研修（特定）

゜西格なし 2 

゜
2 

浪詣llll蝕指l!I-員の賓格(2025107'3＼現在）

三
常勤 非常勤

合計 常勤換葬 備考
存従 非再従 専従 非卦従

肴護師メは准若謹師 2 2 4 

理学疫法士

゜作業程法士

゜含語聴党士

゜柔遥整復師

゜あん摩マッサージ指圧暉

゜はり師又はきゅう師

゜笹理者の資格 介護福祉士

|¥ 時間帯
平均人数 最少時人数

備考

夜勤・宿直休都J
石護職員 介護職貝 看護職員 介護職員

夜勤 17:00 ～ 9:00 0人 1人 0人 1人

宿直 ―-
人 人 人 入

看護載員及び介護騒員 1人当たり （常勁換算）の利用者数 3人

（介護利坊）特定施設入居者生活介護の提供体制

契約上の戯只配四比率（※）
口 l. 5. 1 J.J. I・. 

（介護予防）特定施設入居者 1表示苺項】 ロ 2 ： L 以上
生活介護の利用者に対する肴

※広告・パンフレット等｝こおける記載内容に合致する 口 2. 5 : j 以上
護・介護職貝0)割合 （5麟関t(1)J
~tーピス且Irn J,四紐よ施．g 退 ものを選択 口 3 ： 1 以上
企；、記人不要）

実際の配箆比率
（記人n時点での利用者数；常＇勁換算臓員数） 3 ： I 

サーピス付き面齢者向け住宅の載貝致
外部サーピス利用型特定施設

訪問介護事業所の名称
である場合の介護サービス提

供体制（一蒻型（包括型l笠 訪尚看過:t；業所の名称
；だ捻殻の場合．記入不要）

通所介護宰菜所の名称



靡Rの状況 （ 2024/10/l 現在 ） 

他の職種との兼務 巨lあり □なし 兼務する様種 生活相談呉、介護戟員
管痙者

業務に係る賓格等 巨lあり □なし 喪格等の名称 介漠福祉士

＼ 
肴護面貝 介護職員 生活相嵌只 機能訓細指酒貝 計画作成担当者

常勤 非常勁 常勁 非常勁 常勤 非常勁 常勤 非常勤 常勁 非常勤

"'／乍殷 1年間0)

゜
I 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
l 

゜ ゜採用者放

前年度 1年問0)

゜
I 1 4 

゜ ゜ ゜
l 

゜ ゜退繊者数

数業
に粘
1年末滴 j 

゜
2 

゜
L 

゜
I I 

゜ ゜応に 1年以ヒ

゜
2 I 

じ従＇ 3年未渦
2 I 

゜ ゜
2 

゜ ゜た事 3年以ヒ

゜
2 12 

゜ ゜
1 

゜轍し 5年未滴 l I I 

Hた
の経
入験

15-0年年以未卜憫

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜数年 1 0年以上

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜従業者の健康診断
回あり □なし

の実施状況



6.サービスの内害

サーピス提供の方針、サーピスの提供内容に関する特色

ご利用者が安心してrl常生活を送ることができるよう、以下のサーピスを提供いたします．
ご人居名が区釈を必吸とする必合は、円治に医椋サービスを受けられるよう、阪魯舟閲と連節を図ります．
なお.I医療機関と巡携する謁合にも、ご人屈者は．連洪先以外の医炭サーどスを 1こ逸択することができよす．

介哉保険対象サーピスの種顆・提供方法笞

サーピスの種類 提供方法 提供者

状況把握 ・毎日午前I0時頃1こ各住戸に住宅戟員が伺い安否の確認を行います口
自ら妄庇

（安否確認） ・上記以外の時間帯もご利用者様（ご家族様）とこ＾相談の上必変に応じて行いますa

生活相談
・日常生活を送る中でお困りのこと、介護度が亘くなった場合のご不安等について、住宅職員がご相淡を 自ら実旋
お受けします。

緊急時対応
• 2 4時間各住戸のペッドサイド、 トイレ、浴宰に設庶してあるナースコールを押していただければ事務
奎及び住宅職貝が携搭しているPHSにて通報を受信の上、住宅職員が駆けつけ必要な対応を行います，

自ら実施

食屯介助 ・食堂において食事介助をわいます。 自ら実施

入浴介助 ・週2回人浴介助を行います． 自ら実施

排せつ介助
•利用者の状況に応じた遥切な排せつ介助を行います。

自ら実抱
・排せつの自立に向けた援助を行いますコ

機能訓練
• 利用者の心身の機能の紐持回復を図り、日常生活の自立をlリJIするため、必要なリハビリテーションを行

自ら文施
います．

居当渚涌・洗1祖等
し・必ま尖す。に応）じて居至内のi吊合を行います． （仮気瓜 エアコン｛渭訂薇話については、別途菜者を4姿内

自ら実施
家事援復l ・必災に応じて洗濯を行います， （専門のクリーニング業者を利用するお合は自己負担です。）

・必要に応じてシーツ交換を行います．

健康管理
・呑護戟員等により、血圧・脈拍・体温笞の測定による健版状態の確認を行います，

自ら実施
・呑護糀貝等により、健庫相淡をお受けします。

服薬管理 ・必要に応じて薬の管理．服薬介助を行います。 自ら実施

il・定で対応できる医板的ケアの内容
．槌曲管理、,.~浜支援、治療―支援（協力底療機隕との調整等）
・医師の指示に広づく、 IVH、インシュリン、膀腺カチーテル（也、ご相談ください，

介渡保散対象外サーどス等 口あり □ なし
人貝配笛が手原い介證サービスの実施 □あり 回なし 1 輝（介漬に•I閲mわuるn固の紐酌記：肌） 1 3 l 

•朝ャ昼、夜希望者に提供します，
•朝食は8時～9時まで、昼食は12時～13時まで、夕食は18時～19時まで。

食・↑ドの提供サーピス
・食手は、住宅内の厨房にて専属の調理比こより調迎いたします。
，キャンセル、変更等は提供される日の71:1前までにお知らせください。それ以
降のキャンセルについては、キャンセル料（実択）が発生してしまいますので、
お気をつけください。

その他和IIり者の釦別的な選板1こよろサービス捲供

（例）個別的な外出介助 あり（有科）

（例）個内」的な寅物筈の代行 あり（有料）

（例）週3回以上の入浴介助 あり（有料）

疇磯閣との連携・協力
（ご入居者は．連携・協力先医療機梱等以外の医尿サーピスも、自由に選択することができます")

回 1救急車の手配

区療支援 □ 2入退院の付き添い
※複数遥択可 □ 3通瞭介助

□ 4そIJ)他 （ ） 

名称 医療法人社団 悠耕会

所任地
東京都港区新橋5-14-10 新橋スクエアピIレ7F

医療機関 l 住宅からの距離：約20丸，

協 診療科日 内科

)J 
協力内容 訪問診療、往診、腱球相淡、定期緯康診断、他医療機1l1Jへの紹介

医
疾 名称 医療法人社同やまと やまと珍療所日古
機
関 所在地

神奈）II煤横洪市迷北区箕帷町2-17-19

医療機関2
住宅から(/)距離：約0.36'。

診療科口 内科

濡力内容 訪ltl診級、往診、健京相淡、定期低康診断、他医療機関への紹介

名称 医療法人社団浩美会 渚水曲科医院

協力歯科陵疫機ほl
所在地

神奈川県ら横の浜距市離泄北区大倉1113-2-33 大倉歴ビル2F
住宅から距 ：約4.7• 。

診媒科日 甘科

協））内容 訪問憎科診統



7.料金の請求及び支払方法

巨l月払い方式 □全傾前払い方戎 口一部前払い方式 □選択方式
支払方式

※l!t択方式諜<>ヽ・. 
ぽ当する 全て遁択）

□月払い方式 口全頓前払い方式 口一部約払い一部月払い方式

前払金 □あり 国なし
涵而払企とは．終身又は入F/1契約叫月111にわた，Jて受領すべきなn≫の全珊又,1-凸1セー／k
して,.:;_領する掛合々いう、

金額 l'l期間 年／終身 I 
算定方法 月額単佃i(円） X想定居住期間（月）により算出

月額吊価 家貨・却讀 求貸 円＋共益費 Fl

（説明）
の内容

サのーMtliiiピス1'企Uし前払い懲し

想定居住期1日の楳山根拠

支払日 文払方法

個却開始日 年月 日（入居契約苔に定める竹封暉始日を記入）

契約終了的
円算定方法0)返遠金

紺期解約 金額 円 期間 | か月 1起算日 I 入居した口
（死亡退去
含む） の返
還金の算定 算定方法 ぼ額且価を明示した卜でH割りit箆で記入）

方式

返還期限 （入居契約8に定める返凋期限を記人）

D 述碑柾を行う銀行等の名称

口 佑托契約を行うば氏会社ゞ 9)名称

前払金の保
口 保証保険を行う保吹会社の名称

全先

口全国有料老人ホーム協会

口その他 （名称． ） 

敷金 算定根拠

料 金 家笠の 2か月分 ※退士時に滞納家貸及び店奎の原状回復費用を除き仝頷返還する。

金
月額費用 算定根拠

構
塩•H-

家賃 近傍同稲の家貸相場を参考に設定

共益要 共用設備の維持管理要、共用の消耗品巽、住戸内の光熟水投

介（介設渥界保川険 別紙 ココファン日吉7丁目 料金表参照

人似(firいii袋配出保合霰険がり）外ギ介） なし

＆用サービス介費
I [ l 

互定根拠 ：

（介悉保険外）

は塁実紹に基づく金利用者の国別 ・料金出価等は別添3 「介誰サービス号の一覧表」のとおり
的な澄択によ お支払いいただ ・個)JI」的な外出介助~儲別的な買物等代行、週 3 回以上の入浴介臥Jる介護サービ きます2
ス党用

朝ft 433円、昼食 670円、夕食 621円、間食 0円 （税込）

食費
51, 720 1-Y 1日当たりl,72~円（税込) X30日で桔諄

キャンセルする場合の取扱い ：7n前までに職員に述絡してく ださい。

光熱水費 （共益費に含む）
（共益嘴に含む場合の記載例）
住戸内の光熱水喪I士、全戸光熱水西の合社を戸数で除して位定し、共益喪に含めてお支払いいただきます．

その他 一円 別添3 「介誰サーピス等の一要表」のとおり

合計 51,720円 合計には家賃、共益費、食費を含みます。

支払卜1・支 ・毎月20FiIこ詰求基を発行し、利用者様に送付します。 （振込手数料は利用者様負担となります。）
払方法 ・毎月27日に、支払諸求分をU座引き落としのガ法でお支払いいただきます＾

入院等による不在時におけろ利用料金（月払い）の取扱い

・入院巾も入居契約は娘絞し、家i1• JI,益費をお文払いいただきます．
．遥択サービス代、食貸は利用実紐により、お支払いいただきます（入院中の利用がない分はお支払いいただきません）．



料金改定の条件及び手椋き

人件1?、物価、公共料金等の変動があった場合、迎営糾鋲会に諮った上で改定する場合があります．

科金プラン（代表的なプランを2例）

プフン1 プラン2

要介護度 要介護l 姿介護4 要介護2

入居者の状況 自己負担割合 1割 1割

年齢 77歳 89蔽 R7歳

床ilii栢 18. 00 rri 34. 74 m' 

浴宝 □ あり E] なし 回あり 口なし
居宰の状況

台所 □ あり E] なし 国あり D なし

収納 回 あり □ なし 回あり 仁］ なし

入居時点で必要な 前払金 0円 0円

我用 炊金 ¥56, 000円 27fi, 000円

月額牲用の合計 213, 220円 342, 040円

家貨 78, 000円 138, 000円

共益脅 22, 600円 8,200円

付定庖設入R＃生活介渥9)井n(※¥) 21,800円 61. 000円

サ
.I:.央4.!:fr破費Ill(※2) 0円 0 fII 

I 介巡費用“"しサーピス） 5, ooo 1'1 1.800 Pl 

ピ
介
食贄（税込）一滋 51, 720円 103, 440円

ス ※ 保

費 3険 光然水共 （共益吾に含む） 円 （｛罰別メーター） 円

用 外
牛活支援サーピス費 34, ¥00円 39, 600円

その他 0円 0円

※1 自己負担頷を記人。介護予防・地域密若型の垢合を含む。
※2 挨当する品合のみ。
※3 上乗せ介護脊用その他サーピス付き高齢者向け住宅事業として受餡する脊用。

8.入居者の状況

入居布の状況（ 202.'i/10/1 現在 ） 

平均年齢 87. 7謀 入居抒数合計 51人

年齢／介護度 自立 要支扱1 娑支援2 要介護I 要介護2 要介護3 要介護4 妾介護5

65歳未ir苅

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜介齢別護人Jit')居JIJ • :l ; 
65歳以上75歳未満

゜ ゜ ゜
I 

゜ ゜
I 

゜者数 75歳以上85歳未満

゜ ゜ ゜
I 3 

゜
3 

゜85歳以上

゜
I 2 ， 16 :1 ， I 

合計

゜
l 2 11 19 3 13 I 

人居箱絞期間 入居期間 6か月未滴 61"JヽE）』士以上 “jヰE•以•Kiよl'l "”‘仁“て以2』... 上姻 1"0;午11:以-K池上こ 15年以上 合計

別入居者数 入芹者数 4 10 16 20 

゜
｛） 50 

刃女別人居者数 男性； ， 人 女件： 4 J 人

入ポ（一時的に不在となっている者を含む。） 100 ％ （定員に対する入居者数）

退去者数の合計 7人（下記理由ごとの人数を合計したものと一致させる）

理由 人数（人） 迎由 人数（人）

自宅・家族同居 1他のサーピス付き面齢者向け住宅への転居

虹近一年IIIJに退去した者の人故と理由 介護老人福祉施設（特養等）へ転屁 1その他0)福祉窟設・涵齢者住宅等への転居

介護老人保偉施設へ転居 医療機OO（入院） 2 

介践療養型医療施設へ転居 死亡 2 

有料七人ホーム（サ付き除く）への転居 1その他



9.苦情・事故等に麗する体制

苫梢に対応する窓口等の状況

窓LI0)名称 （住宅） ココファンロ吉71目 苦佑相淡窓Ll

常話番号 0~5-562-6331 

平日 9時 00分 ~一 l7時 00分

士濯 9時 00分 ～ 17時 00分
対応している時間

日曜 9時 00分 ー・ 17時 00分

祝日 9吋 00分 一 17時 00分

定休日 不定休

窓口の名称 （法人） 株式会社学研ココファン 苦伯打1談窓LI

霜話番号 03-6431-186□ 

ギ日 9時 00分 ～ 17時 00分

十吼 時 分 時 分
対応している特間

H確 時 分 ~一 時 分

祝日 時 分 ー・ 時 分

定休日 上紐．日唖．祝日

窓口の名称 （区市町村） 横浜市健康福祉局 丙齢健康福祉部面齢施設課苦情相淡窓目

電話番号 01ふ671-1117

平日 9時 00分 17時 00分

士堰 時 分 ～ 時 分
対応している時間

日曜 時 分 時 分

祝H 時 分 ~—~— 時 分

定休n 士呪、日曜、祝日

窓口の名称 神奈川貼凶民健廂保険団体連合会

竃話番月 0~5-329-3100 

平n 9時 00分 ～ 17時 00分

土曜 時 分 -~ 時 分
対応している陀間

n睛！ 昧 分 吟 分

祝日 時 分 ー・ 時 分

定休日 土峨、日喉、祝日

窓口の名跡

盆話揖1,l

平日 時 分 ~一 時 分

上耀 時 分 ～ 時 分
対応している時間

日躍 時 分 -~ 時 分

祝Fl 時 分 ～ 時 分

定休日 土曜、日昭、祝日

サービスの提供において幸故が発生したときの対応

具体的な対応 た•本退契合紺はに＂速基やづかき晶淡サ ビス等を利用（者ご家に提族供へのし連た燐絡合・救に．万 'I~故が発生し、利用者の生11jl ．身fol>等に1!l杏が生じ
投な対応及び措設 急車の呼びIlJし等）を行います，

択害賠償資仔：保険の加入状況

回あり （保険の名称及び加入先 ：
サーピス付き窃齢者向け 捐宙保阪ジャパン株式会 ） 

住宅賠償l'f任保険 社
口 なし



1 0.その他の冒意事項

外出・帰宅・訪l関守

外111· ，1面宅及びご家族様等の来J}j等の時間制限1:l:ありません。なお、夜間の外出•,;i}宅の際や外泊時は、亨前に住毛識貝へご返絡下さい。

共Ill設備の利用について

（例）浴室 1共用浴宰をご使用される易合は、使用時間を事前にお知らせ下さいぐ

（例）共用キッチン |共)flキッチンの利用希望については、予約表に記裁して下さい。

やむを得ず身休拘束を行う場合の手統き

当萩人居者又は他の入居者等の生命又は身’［ を保護するため緊なやむを得ない出合を除き、身体的拘束その他人居者の行動を制限する行為を行わないこ
ととし、やむを得ず身盆的拘束を行う坦合 は、次の各号の要件を洪たし． 且つ同意苫温過記録を作成した上で実施し、その様態及び時間、その際の
入居者の心身の状況、 急やむを得なかっ 芦を記録猛ととともに、速やかに身体 を排除できるよ う取り組むものとする。
(1)人屈者本人又は他0)入居者 1々0)生命X 体が危 さらされる可能性が抒しく高い。
(2)身体拘束その他の行動制限を行う以外に代硲する泊逗介設力法がない．
(3)身体拘束その他の行動制限が一時的である4
2 事業者は、身体的拘束等の適止化を図るため、次に掲げる措侶を達じる。
(I)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委日会（テレピ電話装箆等を活用して行うことができるものとすな）を3月に 1国以上開催する
とともに、その粽果について、竹定介設従事者に1封知微底を図るも(J)とする，
(2)身体的拘束等の適正化のための指針を幣備する。
(3)特定介護従求者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

ハラスメント対策について

1 京染者は、入居者との信桁関係0)もとに、安全安心な環度で度(/)高いケアを捉供するものとし、ハラスメントに朋する研修0)実施や状況0)把趾、未
然防Iヒヘの点検等の取り粗みを行うとともに、相談報告の体制を整えるものとする。
2 サーピス利用時1：：おける、人居者からの殴る殴るなどの身体的攻撃、暴言、威囃などの桔神的な攻翠、識員の身体を触る、卑猥な冗談、しつこく男
共K布関係しを迫るなどの性的行為、過大な要求、その他のハラスメント悴の苦しい迷惑行為が発生した場合は、地域包括支援センター等の関係漫関に状況を
，解決を図るものとする口

）と待防ILについて

I 堪業者は、入居者の人柑の塊汲 ・店待のll/iJI；等のため次の措i社を胡ずるbのとする．
(l)事業所におけるI旦待0)防止のため認策を検討する委良会 （テレピ奄話装固等を話用して行うことができるものとすか）を定期的に開催すると
ともに、 その結果につい待特て0訟、)特防止護定介従の事殴た者従め に周知徹底を図ること。
(2)車業所における1& の指針を椛備すること。
(:;)事業所において、 に対し、魚待の防止のための研修を定期的に実施すること會
(4)入居者＆びその醤人からの悶対応体制を整勧する こと．
(5)前4号に掲げる を適切に するための担当者を囲くこと。
2 事業者は、 直菜の提供中に、当浪事業所職員又は養護者（入届者の家族等面齢者を現に芙護する者） による危待を受けたと思われる入居者を発見し
た垢合は、速やかにこれを市町村｝こ通報するものとする。

哭務斜湧莉t画の策定について

l iit菜者は、感染症や非常災害の発生時において．人居者に対する畢衆の提供を雰的に実厖し、非常時の体制で早期の菜務i’直i)0を脳るための,t面
（以r―「業務継続計砧iIという0)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措固 じろも11)とする。
2 事業名は、特定介護従享者に対し業務維統計画について周知するとともに必要な研修及び馴練を注期的に実施するものとするm
3 事業者は、定期的に業務拙続計面iIT)見直しを行い、必要に応じて突務組続計両の変更を行うものとする。

~i生管匪及び職貝等の建康管理等

＼ 定介融を捉供する旋設。 設価及び術品又は飲用に供する水について｀衛生的な守理に努め、又は衛生．I二必要な措皿を紐じるものとする．
2 特定介護従事者が感染硲［となることを予防し、また特定介設従単者を感染の危険から守るため、使い拾ての手袋等感染を予防するための備品等を俯i
えるなどの対策を滋じるものとする。
3 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる指匿を漬じるものとする U
(1)事棠所における感染症の予防及びまん延の防l位．のための対策を検討する委員会（テレビ奄話装炭守を活用して行うことができるものとする，）を
おおむね6月に1回以上開催するとともにその結果について、特定介護従事者に周知微底を凶ること。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備することロ
(3) 事業所において、特定介護従苺者に対し~感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
4 平業名は、特定介護従写者の消涙の保持及び建康状想について必要な特兜を行うものとし、年1回以上の健康診断を受診させ、または健康診断の受診
状況を把握するものとする。

秘密厳守守

恥はは、業務上知り得た入居行及びその家朕の例人VI報等の秘密を、他の第二者へ副洩してはならず、紐はでなくなった後もその哀務を負うものとす
る．

人居希哨者への事前の惜報開示

□ 入居希望者に公開
嗜講表U)嬰旨

ロ入居希望者に公開

入店契約苫のひな形 巳 入居希望者1こ交付 前払金を受釈する場合 〇 入居希望者に交付

口 公開していない
に記栽）

国公開していない

口入居希望者1こ公開
財務甜北の脱＊

口入居希望者に公開

智理規程
（竜要李項説明吾）

El 入居檜望者に交付 （※前払金を受領する坦合 □ 入居希望者に交付
□ 公開していない に記載） □ 公開していない

串菜収支計画苔
口入居希望者に公闇 その他 ロ入居希望者に公開

（※前払金を受領する □ 入居希望者に交付 ・ （ ） □ 入居希望者に交付
掛合に記戟）

囚公開していない 口 公開していない



その他

智理の方大 回自ら哭施 □ 管還臭務を委託
ぞ託する隻＆の内容（交贔'J事9記）

フリガナ
商号・名祢又
は氏名

サーピス付き高齢 壱理業務

行向け住宅の脊理 の委託先 〒 I 
の方法等 住所（事務所

所在地）

計西策定d)打熙 回あり □ なし
修繕計画 人駐日袷砧”ぷ柁T・で

そ...,...?t五，，よりn綸干；E

回あり（閑噛損度， 年 I 回）

速営恕談会
|(I)0催内容守）

D 以下の内容の代替措国により対応

I（内容）
有料老人ホーム設固時の老人福祉法第29条第1 □ あり □ なし
項1こ俎定する届閉 国サーピス付き高齢者向け住宅の登録を行っているため．忘齢者の居住の安定確保に関する法律第23条の規定により、届出が不要

利用者アンケート潤査、窟見箱等利用者の珪見 □ あり l 実施r-1 I I 訟恥9即示 l m 切 n~ 
等を把握する取組の状況 nなし

第三者による評価の実施状況
n ぁり l 実紺U l ほ劇寅閲9)名杵l
国なし

サービス付き而齢者l•lけ住宅の登鈷の申請が基 面齢者の居件•(l)安定の確保に関する応木的な方針及び都が策定する面齢者の居住安定砂保プランに某づき、蒟切に
本方針に照らして適切である旨 サーピス付き点締者向け1士宅平業を実施します口

汲明年月ヒ 2025jj_ 

入居契約苺 （介護―（形防）特定旋設入届者生活介函契約菩及び（介護予防）特定施設入居者生活介護甫要車項説明苦

に基づいて、酋要な宰項を説明しました、

軍業者名

所在地

株式会社学研ココファン

東京都品川区西五反田？1-11-8

代表者名 代表取締役森猛

佐久川正吏

印

説明者氏名 肖

私はJ・・記平業者から、入居契約苔、 （介談予防）特定施設入届者生活介芯契約吉及び（介器予防）特定飽設入届者生

活介護堕要事項説明菩に基づいてヤ窒要な卓項の説明を受けました．

署名 印



|月IJ添3 | 

1．状況把握及び生活相談サービスの内容

提供形態 ■サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

委
商号、名称 …,..（ふりがな） ...-・・・・・・・・・・・・・.. ・・・・-・・... ·.··.…•....................... ・-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・"・・・・・・・・・・・・・・・・・・●●● ●・・・・・・・・・・・・・"・・・・・・・・・"・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..-・・・・・・・・・・・・・・・・・.. •• 託

す 又は氏名
る
堤
合 仕 所 （郵便番号 ） 
0) （注人にあって
委 は主たる手務
託 所の所在地） 番号先

ロ医療法人 口 指定居宅介護支援事業者

サービスを提供 □社会福祉法人 D 指定介護予防サービス事業者

する法人等の別 口指定居宅サービス事業者 D 指定介護予防支援事業者

口指定地域密着型サービス事業者 ■ 上記以外の法人等
ロ医師 人只 人 □ 社会福祉士 人員 人

■看護師 人員 4人 ． 介護支援専門員 人員 1人

サービスを提供
口准看護師 人員 人 ■ 養成研修修了者 人員 5人

する者の人数

■介護福祉士 人員 16 ． 上記以外の職は 人員 18人

＾ ロ 計 人員 44人

■同一の敷地内 口隣接する土地

常駐する垢所
ロ近接する土地

（所在地 ） 

常駐する日 ■365日対応 口次の期間を除く（ ） 

日中 9時 00分 ～ 17時 00分 人只 10人
常駐する時問

17時 00分 9 時 00分 1人ヒ記以外りコB."11 ～ 人員

居室への訪閻等により確認を行う。 毎日 l 回
毎日1回以上の
状況把握サービ
スの捉供方法 。 入居者から居住部分への訪問を希望する旨の申出があった場合は、当該居住部分への訪問（近

桜する土地に常駐する場合のみ）

常駐するH 00 時 00 分 ～ 24 時 00分
提供時間

24時間緊急通報サービ ト．記以外の日 口

スの内容 通報方法 各居室内設置の緊急適報装置

通報先 1階事務所及び職員携帯のPHS 1通報先から住宅までの到着予定時間 1分

サービス提供の 月額 約 34,100 円 前払金の
対価（概算額） 前払金 約 0 円 算定方法

備考
上記は、一人入居のサービス料金です。二人入居の場合のサービス料金は、39,600円（二人分）となりま
す。

※サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、30日間利用した場合の金額を記戟すること。



2．食事の提供サーピスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ■サービス付き尚齢者]1>1け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

商号、名称
（ふりがな）

委
.. ..... ...... ............ ............................... .....······ ••·....... .... ........ ..... ..事.............. ................ ................... . ,........ ..................... .......... . . .... ....... . . .. . , .. . ... . .. ...... . .. . .... , .....

託
又は氏名

す
住所 （郵便番号 ） 

ろ （法人にあって
場 は主たる軒務
ム「コ 所の所在地） 電話番号
の

委 住所 （郵便番号 ） 

託：
（法人にあって
は本業務に係

）庄し る享業所の所
電話番号任地）

食ヰ提供を行う易所 ● 食堂 口各居住部分 口その他（ ） 

提供日 ■365日対応 □その他（ ） 

提供方法 内容 口 3食 I ■入居者が選択 口次の食事は提供しない（ ） 

調理等 ． 厨房で調理 □配食サービスを利用 □その他（ ） 

月額※ 約 51,720 円 内訳 朝食 433円 昼食 670円 夕食 621円
サーピス提供の

前払金の対価（概算額） 前払金 約 円
算定カ一法

備考

※サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、30日間利用した場合の金額を記載すること。

3.入浴、排せつ、食字等の介護サービスの内谷（該当する場合のみ）

提供形態 ■サーピス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

商号、名称
（ふりがな）

委
········•····.............. . ·••.•.•·····•·•.~··-····~-·······... ••••••••••••••• ••• •L幽•·•••••••..• •••••••••n•oo• ••• •••••• •·n•••••• •.,•• ••••n ••••noo•••••"'""""•'""""..彎... ... . ....................... .............................會.........

託
又は氏名

す
住所 （郵便番号 ） 

る （法人にあって
場 は主たる事務
合 所の所在地） 電話番号
の

委 住所 （郵便番号 ） 

託
（法人にあって
は本業務に係

先 る宰在業地所）の所
電話番号

提供h ● 365 r:f対応 □その他（ ） 

提供方法
内容
■入浴介護 ■排せつ介護 ■食事介護
〇その他 （ ） 

サービス提供の 月額 約 0円 前払金の
対価（概算額） 前払金 約 0円 算定方法

備考
介護保険適用または自告（身体介護10分624円～、生活援助10分440円～）にてご利用いただけます。



4.調理、洗濯、掃除締の家事サーピスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ■サーピス付き商齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

商号、名称
（ふりがな）

委
.......,............”●● ●●●:..... ...♦......... ................ ......... . ... .......... .... , . .......9●● ●●● ●●●●：●●—•一•••會．． ．．． ．．-·-··"....←...*...........疇．．．．←...＿．．．．．．．．牟鴫...................... . ............................ ...................... .

託
又は氏名

す
住所 （郵便番号 ） 

る （法人にあって
場 は主たる苓務

＾ 口

所の所任地） 鑑話番号
の
委 伸所 （郵便番号 ） 

託
（法人にあって
は本業務に係
先 る事業所の所
在地） 常話番号

提供日 ■365日対応 □その他（ ） 

提供方法
内容
口調理 ■洗濯 ■掃除
口その他 （ ） 

サービス提供の 月額 約 0 円 前払金(l)
対価（概算額） 前払金 約 0 円 算定方法

備考
介護保険適用または自費（身体介護10分624円～、生活援助10分110円～）にてご利用いただけます口

5．健康の維持増進サービスの内容（該当する場合のみ）

捉供形態 ■サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

商号、名称
（ふりがな）

委
............................_,,............................................................. -...... .. 疇•-·-..・・・・・-・・・-・--....“...,』.......................................卓,..........................................................

託
又は氏名

す
住所 （郵便番号 ） 

る
場
（法人にあって
は主たる手務

合 所のBiイ土地） 霊話番母
の
委 住所 （郵便番号 ） 

託
（法人にあって
は本業務に係
先 る事業所の所
在地） 電話番号

提供日 ■365日対応 □その他（ ） 

提供方法
内容
●健康相談 口血圧等の測定 口定期健診 口通院等の付き添い

口その他 （ ） 

サービス提供の 月額 約 0円 袖払金の
対価（概算額） 前払金 約 0円 算定方法

備考
提携医療機関からの健康に関するアドバイスを受けられます。費用は「1.状況把捏及び生活相談サー
ビスの内容」の料金に含まれます。



6.その他のサービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ・ サービス付き高齢者向け住宅提供事染者が自ら提供する 口委託する

商号、名称
（ふりがな）

委
..........................................................“̀奪.....―̀.”......._."“→●●●●令一＊..........,_.,........"●● ,.,.......""“.................. ' ' ......,.,...... ,... ,.. . .,. ..... .' .. ...'. ...... ...........'.....,•… •......••9 •••••• 

託
又は氏名

す
住所 （郵便番号 ） 

る （法人にあって
場 は主たる事務
合 所の所任地） 電話番号
の

委 住所 （郵便番号 ） 

託
（注人にあって
は本業務に係

先 る平業所の所
在地） 電話番号

提供日 ● 365 J:l対応 □その他（ ） 

提供方法
内容 介護保険適用外のサービス：冠婚葬祭の付添・買い物の付添など(lo分440円～）

サーピス提供の 月額 約 0 円 前払金の
対価（概算額） 前払金 約 0 円 岱定方法

伽考



別添1

（ふりがな）
................... 
氏名

こばやかわひとし

小早川仁

もりたけし
.................................................................. 

森猛

たかはしやすひろ,................................................................. 
蕎橋靖宏

やまもとのりお,............................................................... .. 
山本教雄

三ほんだやすたか,................................................................. 
本田泰隆

こんどうけんた

近藤健太

かわなさきこ

）1|名佐貨子

おだこうたろう

小田耕太郎

たかはししゅんたろう
|面` 玉`扇......•…•••••• •••••….......... 

役員名簿

役名等

代表取締役

代表取締役

取締役

取締役

取締役

取締役

取締役

取締役

取締役

監杏役

監査役

法第6条第1項第3号に該当する者を全て記載すること。記載しきれないときは、この様式の例により作成した沓面に記載し、
その書面をこの書面の次に添付すること。



別添2

住宅の規模並びに構造及び設備等

1.専用部分の望模並びに構造及び設備等

専用部分の 構造及び設備※
住戸数

住戸番号 月額家賃
住棟番号 床面積 ， 便 洗 浴 台 収 （概算額）

元 （戸）
（面） 備 所 面 室 所 納

（該当するものを全て記叔） （円）

1 18. 00 X 

゜゚
X X 

゜
2 101, 102 78,000 

1 18. 00 X 

゜゚
X X 

゜
6 103-108 77,000 

1 24. 10 

゜゚゜゚
。
゜

l 212 97,000 

1 24. 10 

゜゚゜゚゜゚
1 312 98,000 

1 25.37 

゜゚゜゚゜゚
2 109,110 97,000 

1 25.37 

゜゚゜゚゜゚
3 210,211,316 100,000 

1 25.37 

゜゚゜゚゜゚
3 310、311、317 103,000 

1 25. 75 

゜゚゜゚゜゚
2 219、220 101,000 

1 25. 75 

゜゚゜゚゜゚
1 318 103,000 

1 25.80 

゜゚゜゚゜゚
1 218 100,000 

1 34. 74 

゜゚゜゚゜゚
3 207-209 134,000 

1 34. 74 

゜゚゜゚゜゚
3 307-309 138,000 

1 18.00 X 

゜゚
X X 

゜
6 201-206 79,000 

1 18.00 X 

゜゚
X X 

゜
3 213-215 75,000 

1 25.37 

゜゚゜゚゜゚
2 216,217 98,000 

1 18.00 X 

゜゚
X X 

゜
6 301-306 80,000 

1 18.00 X 

゜゚
X X 0 3 313-315 76,000 

沖 1)住戸の規模並びに設備及び構造のタイプ別にまとめて記載すること。

注2)設備及び構造欄の『完備』は、各戸に便所、洗面、浴室、台所及び収納の全てを備えるものを表す。

※有りの場合は、 0、無しの場合はXを記載すること。完備の場合は、完備を含め全ての襴に0を記載する
’̀・

2.共同利用設備等ー ー・

設慌等 整備箇所数
合計床面積

整備薗所
想定利用戸数

備考
(m勺 （戸）

浴室 7 59.08 1階、 2階、 3階 26 
脱衣室含む

食堂 1 129. 79 1階 48 
台所設置

居間（フウ
2 11. 50 2階、 3階

台所設置
ンジ）

48 

共同トイレ 3 14. 36 1階 48 

注）整備箇所は、添付図面との対応関係を明確に記載すること。


